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1.はじめに
　NFT とは、例えば、「「偽造・改ざん不能のデジタルデータ」であり、ブロックチェーン上で、デジタルデータ
に唯一性を付与して真贋性を担保する機能や、取引履歴を追跡できる機能をする。」と定義されている（1）。
　本稿では、NFT と商標法を巡る法的問題について、リサーチクエスチョンズの候補をその研究価値の可能性と
ともに示した上で、国際動向を踏まえ、検討を行う。
　より具体的には、① NFT 自体が商品として認容され得るか（認容を否定する見解（ニース国際分類（The Nice 
Classfication（NCL））、EUIPO（European Union Intellectual Property Office）（欧州連合知的財産庁）、UKIPO

（United Kingdom Intellectual Property Office）（英国知的財産庁（2））、USPTO（United States Patent and Trademark 
Office）（米国特許商標庁）、JPO（Japan Patent Office）（我が国の特許庁））が政策実務の多数と推察）、② NFT
はデジタル資産等の所有権を認証するか（UKIPO が認証を肯定する見解と推察）③ NFT と画像ファイル等を区
別し得るか（区別する見解（ニース国際分類、EUIPO、USPTO、JPO 等）が政策実務の多数と推察）について、
ニース国際分類、欧州、米国、韓国及び我が国の政策実務・判例・先行研究を参照しつつ、リサーチクエスチョン
が現状でどこまで明らかにされているかについて、リサーチクエスチョンズ相互の関係を含めた整理を試みる。
　なお、本稿において、デジタル資産等とは、デジタル資産のみならず、画像ファイル等、underlying asset、
reference asset、関係する資産を含む意味で用いている。

要　約
　本稿では、NFTと商標法をめぐる法的問題について、リサーチクエスチョンズの候補をその研究価値の可
能性とともに示した上で、国際動向を踏まえ、検討を行っている。
　より具体的には、①NFT自体が商品として認容され得るか、②NFTはデジタル資産等の所有権を認証す
るか、③NFTと画像ファイル等を区別し得るかについて、ニース国際分類、欧州、米国、韓国及び我が国の
政策実務・判例・先行研究を参照しつつ、リサーチクエスチョンズが現状でどこまで明らかにされているかに
ついて、リサーチクエスチョンズ相互の関係を含めた整理を試みている。
　その結果、①商品としての認容を否定する見解が、所有権認証を肯定する見解、NFTと画像ファイル等を
区別する見解と結びつきやすいこと、②認容を肯定する見解が、所有権認証を否定する見解、NFTと画像ファ
イル等を区別しない見解と結びつきやすいこと、③①の方がより説得的である可能性を示している。
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2.リサーチクエスチョン（1）NFT 自体が商品として認容され得るか
　2.1　リサーチクエスチョン（1）の研究の意義
　リサーチクエスチョンとしては、第一に、NFT 自体が商品として認容され得るかが候補となり得る。例えば、
我が国においては、商標登録出願に当たっては商標を使用する商品・役務を「指定商品・指定役務」として、区分

（商品・役務を一定の基準によってカテゴリー分けしたもの。「類」とも呼ぶ。）に従って、その内容及び範囲が明
確に把握できるよう具体的に記載する必要がある（3）。したがって、NFT に関連する商標出願にあたっては、NFT
自体が商品として認容され得るかは重要な問題となり得るので、この問題について研究を進めることには意義があ
る可能性がある。

　2.2　認容を否定する見解の例と根拠
　この問題について、政策実務の多数（ニース国際分類、EUIPO、UKIPO、USPTO、JPO）は NFT 自体が商品
として認容されることを否定する見解をとっているように思われる。例えば、USPTO は、商品又はサービスでは
ない（Not a good or service）としている（4）。その理由を示しているものとしては、例えば、2023 年 4 月に公表さ
れた UKIPO の実務変更通知（5）（Practice Amendment Notice）がある。
　この実務変更通知は、NFT を商品として認容できない理由として、第一に、「NFT は、バーチャル又はフィジ
カルな資産の所有権の唯一かつ変更できないデジタルな真正性の証明書としての役割を果たしている（serve as 
unique and unalterable digital authenticity certificates of ownership for virtual or physical assets）。」ことを挙げ
ている。このような記述があることにより、NFT が商品たる資産の証明書であることが、商品として認容できな
い理由と解釈できる可能性がある。なお、この理由は、米国における有力な辞書である Merriam-Webster 
Dictionary の「複製、代替、分割できない固有のデジタル識別子で、ブロックチェーンに記録され、（特定のデジ
タル資産やそれに関連する特定の権利の場合のように）真正性と所有権を証明するために使われる（digital 
identifier that cannot be copied, substituted, or subdivided, that is recorded in a blockchain, and that is used to 
certify authenticity and ownership（as of a specific digital asset and specific rights relating to it））」とする定義
と整合的と思われる。
　第二に、英国における有力な辞書である Cambridge Dictionary の定義 “特定のデジタルアート、音楽、ビデオ
等とリンクするデータの唯一の単位（そのタイプとして存在する唯一のもの）であって、売買可能なもの（a 
unique unit of data（the only one existing of its type）that links to a particular piece of digital art, music, video 
etc. and that can be bought and sold）” を引用して、「NFT は、NFT が関係する資産（通常はデジタル資産）と
ほ ど け な い 形 で リ ン ク し て い る（inextricably linked to the asset（normally a digital asset）to which it 
relates）。」ことを挙げている。このような記述があることにより、NFT と関係する資産は切り離すことができな
いことが、NFT だけを取り出して商品として認容できない理由と解釈できる可能性がある。
　第三に、「NFT が関係する資産の指摘がなければ、用語は、本質的にあいまいになる（Without an indication of 
the asset to which the NFT relates, the term is inherently vague）。」ことを挙げている。このような記述がある
ことにより、NFT は様々な資産と関係し得るので、関係する資産の指摘なしでは、内容が不明確となることが、
NFT だけを商品として認容できない理由と解釈できる可能性がある。

　2.3　認容を肯定する見解にたつと思われる例、認容を肯定する見解の根拠
　これに対し、NFT 自体が商品として認容されることを肯定する見解をとっているように思われる例は、政策実
務担当部局からの直接の引用のもの、登録例の中には見当たらない。政策実務担当部局からの直接の引用ではな
く、登録例でもないものとしては、例えば、以下の英国、米国及び韓国の例がある。
　英国の例は、UKIPO が今後の認容を確認したとのコンテキストでの「第 9 類 “downloadable software, namely 
non-fungible tokens used with blockchain technology”（ダウンロード可能なソフトウェア、すなわちブロック
チェーン技術で使用される非代替性トークン）」である（6）。この例は、ダウンロード可能なソフトウェア＝ NFT
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としているように思われる。ただし、この例は 2022 年 9 月のもので、2.2. で引用した認容を否定する見解の根拠
となり得る英国の実務変更通知（2023 年 4 月）以前のもので、かつ、同通知と矛盾するように思われるので、現
在の UKIPO の見解とは異なる可能性が高い。実際、認容を否定する見解をとると思われる英国の実務変更通知に
挙げられた、今後認容される例は、「第 9 類 “downloadable software, namely, ［list the type of goods］, authenticated 
by non-fungible tokens ［NFTs］”（ダウンロード可能なソフトウェア、すなわち、NFT で認証された［商品のタ
イプを記載］）」となっていて、NFT 自体を認容するものとはなっていない。
　米国の例は、Nike v. StockX 事件における原告の商標出願情報「“［d］ownloadable virtual goods, namely 
computer programs featuring footwear,”（i.e., digital　sneaker NFTs）（ダウンロード可能な仮想商品、すなわち
履物の特徴をなすコンピュータプログラム（すなわちデジタルスニーカー NFT））」である（7）。（Nike v. StockX 事
件は、ニューヨーク州連邦地方裁判所の事件であった。この事件の訴状によれば、被疑侵害者は、スニーカー等の
オンライン二次流通プラットフォームを運営する StockX である。被疑侵害者は自身によって作られたバーチャル
製品である「Vault NFT」で、ナイキのオーソライズ等なくナイキの Mark の業としての使用等を行っていた。こ
れに対し、ナイキが、商標権侵害、商標の希釈化（Dilution）等を主張した（8）。これに対し、被疑侵害者は、2022
年 6 月 6 日付の修正された訴状への答弁書において、「Vault NFT」は、virtual products（仮想製品）ではなく、
被疑侵害者によって本物であることが認証されたフィジカルな商品に紐づけられている等の反論を行っている（9）。）
この例は、ダウンロード可能な仮想商品＝履物の特徴をなすコンピュータプログラム＝デジタルスニーカー NFT
としているように思われるので、関係する資産＝ NFT としているように思われる。
　韓国の例は、NFT 関連商品名の例示及び出願事例としての「第 9 類　ブロックチェーン基盤代替不可能なトー
クン（NFT）」である（10）。これは、NFT そのものを認容する例のように思われる。
　認容を肯定する見解の根拠としては、NFT が交換価値を備えた独立した商取引の目的物であることを根拠とす
るように思われるものがある（11）。

　2.4　検討
　まず、認容を肯定する見解をとると思われる英国の例について検討すると、この例は、ダウンロード可能なソフ
トウェア＝ NFT としているように思われるが、これは、2.2. で述べた米国における有力な辞書と思われる
Merriam-Webster Dictionary の NFT は証明書との定義と矛盾すると思われる。また、「NFT によって認証され
たダウンロード可能なソフトウェア」として出願することが可能と思われる。
　認容を肯定する見解をとると思われる米国の例について検討すると、この例は、関係する資産＝ NFT としてい
るように思われるが、これも、2.2. で述べた米国における有力な辞書と思われる Merriam-Webster Dictionary の
NFT は証明書との定義と矛盾すると思われる。また、「NFT によって認証されたダウンロード可能な仮想商品」
として出願することが可能と思われる。
　認容を肯定する見解をとると思われる韓国の例について検討する。当該韓国の例は、NFT そのものを認容する
例のようにも思われる。一方で、当該韓国の例は、2.2. で述べた Cambridge Dictionary の定義 “特定のデジタル
アート、音楽、ビデオ等とリンクするデータの唯一の単位” と矛盾するように思われる。また、2.2. で述べ第三の
理由である「NFT の関係資産の指摘がなければ、あいまい」との批判があてはまる例のように思われる。
　認容を肯定する見解の根拠と思われる「NFT が交換価値を備えた独立した商取引の目的物」について検討する
と、これは、Cambridge Dictionary の定義 “特定のデジタルアート、音楽、ビデオ等とリンクするデータの唯一
の単位” と矛盾するように思われる。

　2.5　リサーチクエスチョン（1）のまとめ
　Merriam-Webster Dictionary の定義及び Cambridge Dictionary の定義を前提に考えると、認容を否定する見
解の方がより説得的のように思われる。また、認容を肯定する見解に立つと思われる英国と米国の例については、
NFT によって認証された商品としての出願が可能なように思われるし、韓国の例については、関係資産の指摘な
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しでは不明確との批判があり得るように思われる。

3.リサーチクエスチョン（2）NFT はデジタル資産等の所有権を認証するか
　3.1　リサーチクエスチョン（2）の研究の意義
　リサーチクエスチョンとしては、第二に、NFT がデジタル資産等の所有権を認証するかが候補となり得る。
NFT がデジタル資産等の真正性を認証する機能については筆者が知る限り、否定するものが見当たらないのに対
し、NFT のデジタル資産等の所有権認証機能については見解が分かれるように思われるので、考察に意義がある
可能性があるように思われる。

　3.2　NFT はデジタル資産等の所有権を認証するとする見解の例
　NFT はデジタル資産等の所有権を認証するとする見解の例としては、2.2 でのべた Merriam-Webster 
Dictionary の「NFT を複製、代替、分割できない固有のデジタル識別子で、ブロックチェーンに記録され、（特定
のデジタル資産やそれに関連する特定の権利の場合のように）真正性と所有権を証明するために使われる」とする
定義、UKIPO の実務変更通知の「NFT は、バーチャル又はフィジカルな資産の所有権の唯一かつ変更できないデ
ジタルな真正性の証明書としての役割を果たしている」との記述に加え、European Parliament（欧州議会）の
Study の「いわゆるメタバースにおいて、NFT はデジタル商品の販売と所有権の追跡と有効性の確認のために使
われるのに加え、フィジカルな資産の真正性の証明のために使われるとしている（In the so called metaverse, 
NFTs will be used to track and validate the sale and ownership of digital goods. In addition, NFTs can also be 
used to verify the authenticity of physical assets.）」との記述がある（12）。しかし、いずれも理由については述べら
れていないようである。

　3.3　NFT はデジタル資産等の所有権を認証しないとする見解の例と根拠
　NFT はデジタル資産等の所有権を認証しないとする見解の例としては、「NFT におけるブロックチェーンは、
誰が NFT を所有しているかについての記録を提供するものであって、誰が underlying asset を所有しているかに
ついての記録を提供するものではない（in the case of NFTs, all it provides is a record of who owns the NFT, 
not of who owns any reference asset）。」（13）とする米国の先行研究がある。なお、当該米国の先行研究のような見
解がアメリカにおける法律家の間の多数説であろう、との指摘がある。すなわち「A さんが B さんにトークンを
渡したらリンク先の資産が移転するのというのも不正確、というのがおそらくアメリカにおける法律家の間の多数
説（14）」との指摘がある。
　前段で述べた米国の先行研究は、NFT はデジタル資産等の所有権を認証しないとする見解の根拠として、たと
えば、「法は NFT に真正なトークンとしての法的効果を与えていない（The law does not give legal effect to the 
NFT as a true token（15）.）」ことを挙げている。

　3.4　検討
　NFT はデジタル資産等の所有権を認証しないとする見解において述べられている「法は NFT に真正なトーク
ンとしての法的効果を与えていない。」は、NFT に真正なトークンとしての法的効果を与えるためには、換言すれ
ば、NFT にデジタル資産等の所有権移転に関する効力発生要件としての機能を認めるためには、法の明文が必要
であるところ、そのような法の明文はないから、法は当該法的効果を与えるものとはいえないとも解釈できる。こ
のような解釈をとれば、NFT にデジタル資産等の所有権認証機能を認めるか否かは各国の立法政策にゆだねられ
ることになるように思われる。したがって、このような解釈は一つの整理として傾聴に値すると思われる。
　反面、米国の有力な辞書である Merriam-Webster Dictionary が NFT のデジタル資産等の所有権認証機能を肯
定していることは、NFT のデジタル資産等の所有権認証機能を肯定する見解の有力な根拠となり得ると思われる。
　また、例えば、3.3 で言及した米国の先行研究は、「NFT は underlying asset にリンクを提供するものではない。
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したがって、いかなる資産の移転も円滑化されるものではない（do not provide any link to an underlying asset, 
and therefore do not facilitate the transfer of any asset.）。」としていることもあり、リンクを否定することは、
NFT のデジタル資産等の所有権認証機能を否定することと同じ意味のように思われ、2.2. で述べたように、リン
ク肯定が NFT の商品としての認容を否定する見解の根拠であることを踏まえれば、NFT のデジタル資産等の所
有権認証機能を肯定する見解が NFT を認容する見解と親和的であり、NFT のデジタル資産等の所有権認証機能
を否定する見解が NFT の認容を否定する見解と親和的であるといってよいと思われるが、2.5. で述べたように、
認容を否定する見解の方がより説得的であるので、認容を否定する見解と親和的と思われる NFT のデジタル資産
等の所有権認証機能を肯定する見解の方がより説得的と思われる。
　さらに、リンクを否定することは、NFT のデジタル資産等の所有権認証機能を否定することと同じ意味であれ
ば、リンクを肯定することは、NFT のデジタル資産等の所有権認証機能を肯定することと同じ意味となるので、
Cambridge Dictionary も NFT のデジタル資産等の所有権認証機能を肯定していることになるように思われる。

　3.5　リサーチクエスチョン（2）のまとめ
　NFT のデジタル資産等の所有権認証機能を肯定する見解の方が、① Merriam-Webster Dictionary の定義との
整合性、② Cambridge Dictionary との親和性、③より説得的と思われる NFT の認容を否定する見解との親和性
からより説得的と思われるが、否定する見解と親和的と思われる「NFT に真正なトークンとしての法的効果を与
えるためには、法の明文が必要である」との主張は傾聴に値すると思われる。

4.リサーチクエスチョン（3）NFT と画像ファイル等を区別し得るか
　4.1　リサーチクエスチョン（3）の研究の意義
　リサーチクエスチョンとしては、第三に、NFT と画像ファイル等を区別し得るかが候補となり得る。政策実務
等の多数（ニース国際分類、EUIPO、UKIPO、USPTO、JPO）が NFT と画像ファイル等を区別する見解と思え
るのに対し、著名な事件と思われる Hermes v. Rothschild 事件におけるニューヨーク州連邦地方裁判所等の NFT
の扱いが、NFT と画像ファイル等を区別しない見解のように思われるので、この問題を考察することに意義があ
る可能性があるように思われる。

　4.2　NFT と画像ファイル等を区別する例
　NFT と画像ファイル等を区別する例としては、例えば、EUIPO の「NFT は、当該デジタルアイテムとは区別
される（distinct from those digital items.）（16）。」としている例がある。しかし、他の例も含めていずれも理由につ
いては述べられていないようである。

　4.3　Hermes v. Rothschild 事件における NFT の扱い
　（1）　Hermes v. Rothschild 事件の概要
　当初は、ニューヨーク州連邦地方裁判所の事件で、被疑侵害者である Mason Rothschild というアーティストが
商標権者の高級ハンドバッグ「バーキン」の模造毛皮で覆われた（faux-fur-covered）バージョンの digital image

（デジタル画像）を作り、「METABIRKINS（メタバーキン）」と名づけ、いわゆる NFT を使用して販売したのに
対し、商標権者であるエルメスが、商標権侵害、商標の希釈化（Dilution）等を主張し（17）、2023 年 2 月に被告が商
標権侵害、商標権希釈化、ドメイン名先占（インターネットのドメイン名、特に会社の商標と関連しそうな名を確
保し、後にそれをその会社に売ったり使用料を取ったりして利益を得ようとする行為（18））（cybersquatting）責任
を負い、表現の自由等を規定した合衆国憲法第 1 修正（First Amendment）の保護は阻却事由とならないとの陪
審審理（Jury Trial）の評決が下された（19）。
　2023 年 12 月 21 日現在、Court of Appeals for the Second Circuit（連邦第 2 巡回区控訴裁判所）において審理
が行われているようである（20）。
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　（2）　Hermes v. Rothschild 事件のニューヨーク州連邦地方裁判所における原告の NFT の扱いと根拠
　原告は以下（「」で囲った部分）の主張を行っている。「争われていない証拠の示唆するところによれば、消費者
は、実のところ、NFT とともにデジタル画像の排他的な所有権を購入したと理解していた（21）。「METABIRKINS

（メタバーキン）」は NFT と NFT に結び付けられてデジタル画像の双方に言及するものと理解されるべきであ
る（22）。関係する消費者は、NFT と NFT に結び付けられた「METABIRKINS（メタバーキン）」のデジタル画像
を区別しない（23）。」これらの主張から、原告の見解は、消費者の理解を根拠に NFT とデジタル資産等を区別しな
い見解のように思われる。

　（3）　Hermes v. Rothschild 事件のニューヨーク州連邦地方裁判所における被告の NFT の扱いと根拠
　被告は以下（「」で囲った部分）の主張を行っている。「NFT は、デジタル資産を指摘するコードにすぎない。
NFT は、デジタル資産ではない（24）。」これらの主張から、被告の見解は、NFT とデジタル資産等を区別する見解
のように思われる。

　（4）　Hermes v. Rothschild 事件のニューヨーク州連邦地方裁判所における裁判所の NFT の扱い
　裁判所は「被告は NFT を「METABIRKINS（メタバーキン）」のタイトルで販売し、これらの NFT は毛皮で
覆われた（fur-covered）原告の高級ハンドバッグ「バーキン」の digital image（デジタル画像）と関連している
ことについては、原告と被告の間で争われていない（25）。これらの NFT と NFT に関連する画像を合わせて
“MetaBirkins NFTs”（メタバーキン NFT）と呼ぶ（26）。陪審が混同のおそれを判断する際には、消費者による
“MetaBirkins NFT”（メタバーキン NFT）と「バーキン」の mark（標章）の現実の関連づけも考慮されるべきで
ある（27）。」としている。米国の民事訴訟法においても、我が国と同様、主張と証拠の提出を原則としてもっぱら当
事者にゆだねる弁論主義がとられている（28）。したがって、当事者の間で争われていない事実については、裁判所
はそのまま認定し、自身では、判断しないと考えるべきである。しかし、本件において、当事者の間で争われてい
ない事実とは、NFT とデジタル画像との関連性であって、NFT と関連する画像を合わせてメタバーキン NFT と
呼ぶことを含まないように思われる。また、（2）（3）で述べたように、NFT とデジタル資産等の区別の有無につ
いて、原告と被告は見解を異にするように思われる。したがって、裁判所は、NFT とデジタル資産等を区別しな
い見解とする方がより説得的のように思われる。

　4.4　認容を肯定する見解をとると思われる例として紹介した例のうち英国と米国の例における NFT の扱い
　英国の例は、第 9 類 “downloadable software, namely non-fungible tokens used with blockchain technology”

（ダウンロード可能なソフトウェア、すなわちブロックチェーン技術で使用される非代替性トークン）」である
が（29）、この例は、ダウンロード可能なソフトウェア＝ NFT としているように思われるので、NFT と画像ファイ
ル等を区別しない例のように思われる。
　米国の例は、Nike v. StockX 事件における原告の商標出願情報「“［d］ownloadable virtual goods, namely 
computer programs featuring footwear,”（i.e., digital　sneaker NFTs）（ダウンロード可能な仮想商品、すなわち
履物の特徴をなすコンピュータプログラム（すなわちデジタルスニーカー NFT））」であるが（30）、この例は、ダウ
ンロード可能な仮想商品＝履物の特徴をなすコンピュータプログラム＝デジタルスニーカー NFT としているよう
に思われるので、関係する資産＝ NFT としているように思われるため、NFT と画像ファイル等を区別しない例
のように思われる。

　4.5　検討
　Hermes v. Rothschild 事件にその可能性があるように、消費者が NFT とデジタル資産等を区別しないこともや
むを得ない場合もある可能性があり、消費者の理解を尊重することは重要と思われる。
　しかし、Cambridge Dictionary の定義 “特定のデジタルアート、音楽、ビデオ等とリンクするデータの唯一の
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単位（そのタイプとして存在する唯一のもの）であって、売買可能なもの（a unique unit of data（the only one 
existing of its type）that links to a particular piece of digital art, music, video etc. and that can be bought and 
sold）” は、特定のデジタルアート、音楽、ビデオ等すなわちデジタル資産等とデータの唯一の単位すなわち NFT
を区別しているように思える。
　また、Merriam-Webster Dictionary の「複製、代替、分割できない固有のデジタル識別子で、ブロックチェー
ンに記録され、（特定のデジタル資産やそれに関連する特定の権利の場合のように）真正性と所有権を証明するた
めに使われる（digital identifier that cannot be copied, substituted, or subdivided, that is recorded in a blockchain, 
and that isused to certify authenticity and ownership（as of a specific digital asset and specific rights relating to 
it））」とする定義も、NFT ＝証明書として、デジタル資産等と区別しているように思える。
　さらに、4.4 で挙げた英国及び米国の例がそうであるように、NFT とデジタル資産等を区別しない見解は、
NFT 自体を商品として認容する見解と結びつきやすいと思われるが、2.4. で述べたように、認容を肯定する見解
には、種々の問題がある。換言すれば、NFT とデジタル資産等を区別する見解は、より説得的と思われる NFT
自体を商品として認容しない見解と結びつきやすいと思われる。
　以上から、NFT とデジタル資産等を区別する見解の方がより説得的と思われるが、消費者の理解を尊重するこ
とは重要と思われるので、消費者に Cambridge Dictionary 及び Merriam-Webster Dictionary の定義、ひいては
それと整合的と思われる政策実務についての理解を普及することが重要と思われる。

　4.6　リサーチクエスチョン（3）のまとめ
　NFT とデジタル資産等を区別する見解の方が、①「Cambridge Dictionary 及び Merriam-Webster Dictionary
との整合性」、②「より説得的と思われる NFT の認容を否定する見解との親和性」からより説得的と思われる。
しかしながら、区別を否定する見解の消費者の理解を尊重する点は傾聴に値すると考えられる。このため、消費者
に Cambridge Dictionary 及び Merriam-Webster Dictionary の定義、ひいてはそれと整合的と思われる政策実務
についての理解を普及することが重要と思われる。

5.全体のまとめ
　NFT を商品として認容しない見解、NFT の所有権認証機能を肯定する見解、NFT とデジタル資産等を区別す
る見解が、Cambridge Dictionary 及び Merriam-Webster Dictionary との整合性等の理由でより説得的と思われ
る。換言すれば、NFT を商品として認容する見解、NFT の所有権認証機能を否定する見解、NFT とデジタル資
産等を区別しない見解は、Cambridge Dictionary 及び Merriam-Webster Dictionary との矛盾等の理由で必ずし
も説得的でないと思われる。
　また、NFT を商品として認容しない見解は、NFT の所有権認証機能を肯定する見解及び NFT とデジタル資産
等を区別する見解と親和的である。換言すれば、NFT を商品として認容する見解は、NFT の所有権認証機能を否
定する見解及び NFT とデジタル資産等を区別しない見解と親和的である。

6.おわりに
　本稿では、NFT と商標法を巡る法的問題について、リサーチクエスチョンズの候補をその研究価値の可能性と
ともに示した上で、国際動向を踏まえ、検討を行った。本稿は、この問題に興味を有する方々に何らかの参考にな
れば、幸いである。
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